
小野市告示第１０４号 

 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付要綱を別紙のように定

める。 

 

 

令和８年５月１３日 

 

 

 

小野市長 蓬 萊  務 

 



小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、予算の範囲内において、乗合バス事業者（道路運

送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条の許可により運行する乗合

バス事業者をいう。以下同じ。）が実施する新ＩＣサービスの整備に

要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるもの

とする。 

（補助事業） 

第２条 この要綱による補助金の対象となる事業（以下「補助事業」と

いう。）は、乗合バス事業者が令和８年度中に実施する次の各号に掲

げる事業とする。 

(1) 共通サーバ整備事業（新交通系ＩＣ共通プラットフォーム整備

事業） 

(2) 車載器整備事業（キャッシュレス決済等導入支援事業） 

２ この要綱による補助金の対象となる者（以下「補助対象事業者」と

いう。）、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。 

（交付申請） 

第３条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象事業者

は、小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付申請書（様式第１

号）に、次の書類を添えて、市長が指定する期日までに申請しなけれ

ばならない。 

(1) 事業実施計画書 

(2) 補助事業所要（精算）額計算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 補助対象事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、この補助

金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助事業の対象となる経費に

含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除

できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号 

）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗

じて得た金額）がある場合には、これを減額して申請しなければなら

ない。 



（補助金の交付決定） 

第４条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、補助金の交付を決定し、小野市ひょうご新ＩＣサー

ビス整備補助金交付決定通知書（様式第２号）により当該申請を行っ

た補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。 

（補助事業の変更等） 

第５条 前条第１項の交付決定の通知を受けた事業者（以下「補助事業

者」という。）は、次に掲げる変更、中止又は廃止を行おうとする場

合は、あらかじめ、小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金変更（ 

中止・廃止）承認申請書（様式第３号）に、必要な書類を添えて、市

長に申請しなければならない。 

(1) 補助事業の中止又は廃止 

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更（補助金の増額を伴わない

経費配分の変更を除く。） 

(3) 前条第１項の規定により通知された金額（以下「交付決定額」

という。）の変更 

(4) 前号に掲げる変更のほか、補助事業の内容の変更（軽微な事業

内容の変更を除く。） 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、

必要に応じて行う現地調査等により当該申請事項が適当であると認め

るときは、その旨を小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金変更（ 

中止・廃止）承認決定通知書（様式第４号）により当該申請を行った

補助事業者に通知するものとする。 

３ 前条第２項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。 

（補助事業の遂行状況報告等） 

第６条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められ

たときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければなら

ない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場

合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、

その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 



第７条 補助事業者は、補助事業完了日から３０日を経過した日又は第

４条第１項に定める交付決定に係る市の会計年度が終了する日のいず

れか早い日までに、小野市ひょうご新ＩＣサービス整備実績報告書（ 

様式第５号）に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業所要（精算）額計算書 

(2) 補助対象経費を支払ったことを証する領収書等の写し（支払い

の日付及び内容が確認できるもの） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（是正命令等） 

第８条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合に

おいて、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適

合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執る

べきことを補助事業者に命ずることができる。 

２ 前項の規定は、第６条第１項の報告があった場合に準用する。 

３ 補助事業者は、第１項の措置が完了したときは、前条の規定により

実績報告をしなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、補助事業の完了に係る第７条及び前条第３項の実績報

告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じ

て行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれ

に付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確

定し、小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金確定通知書（様式第

６号。以下「補助金確定通知書」という。）により補助事業者に通知

するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が、交付決定額（第

５条第２項の規定に基づき変更承認した場合にあっては、同条の規定

により通知した額をいう。）と同額であるときは、前項の規定による

通知を省略することができるものとする。 

（補助金の請求） 

第１０条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条

の規定による補助金の額の確定後、小野市ひょうご新ＩＣサービス整

備補助金請求書（様式第７号）に、次に掲げる書類を添付し市長に提

出しなければならない。 



(1) 補助金確定通知書の写し 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定に基づき、補助事業者から請求があったときは、

補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 当該補助事業に係る要綱又はその他関連する法令の規定に違反

したとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(5) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じ

たとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したと

きは、その旨を小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付決定取

消通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消

した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付

されているときは、当該決定の日の翌日から１５日以内の期限を定め

て、小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金返還命令書（様式第９

号）によりその返還を命じるものとする。 

２ 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延

長することができる。 

（加算金及び遅延利息） 

第１３条 補助事業者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じ

られたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの

日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその

後の期間については、既納額を控除した額）につき年１０．９５パー

セントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられ、

これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の



日までの日数に応じ、当該未納付額につき年１０．９５パーセントの

割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。 

（関係書類の整理保存） 

第１４条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らか

にした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、

当該補助事業が完了した年度の翌年度から５年間保存しておかなけれ

ばならない。 

（財産の処分の制限） 

第１５条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した

財産を別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、そ

の取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上であるときは、市長の

承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、そ

の処分制限期間の間、保存しておかなければならない。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

２ 市長及び補助事業者は、補助金の交付等に関して国又は県から指示

がある場合は、その指示に従わなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（手続の特例） 

２ この要綱第４条の規定による補助金の交付決定に関し必要な手続そ

の他の行為は、施行の日前においても、この要綱の規定の例により行

うことができる。 



別表（第２条関係） 

(1) 共通サーバ整備事業（新交通系ＩＣ共通プラットフォーム整備

事業） 

区分 内容 

補助対象事

業者 

共通サーバを整備するものとして「ひょうご新

ＩＣサービス整備協議会（以下「協議会」という 

。）」において、代表事業者の指名を受けた乗合

バス事業者 

補助の対象

となる経費 

交通系ＩＣカードの共通サーバ整備に係る費用

に協議会が定める市町負担割合を乗じた額 

補助率 ２分の１ 

補助金の額 予算の範囲内の額 

(2) 車載器整備事業（キャッシュレス決済等導入支援事業） 

区分 内容 

補助対象事

業者 

小野市内を運行する乗合バス事業者（公営バス 

、コミュニティバス、観光（貸切）バス、高速バ

スは除く。） 

補助の対象

となる経費 

交通系ＩＣカードを活用したキャッシュレス決

済の新規導入・ＡＢＴ方式の実施に必要な改修に

要する経費から補助事業者が収受する国庫支出金

を除いた金額に協議会が定める市町負担割合を乗

じた額 

補助率 ４分の１ 

補助金の額 協議会で定められた額を控除した額。ただし、

予算の範囲内の額とする。 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

小野市長 様 

 

交付申請者  所在地  

       名 称  

   代表者職・氏名  

       電 話  

     電子メール  

 

 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付申請書 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金の交付を受けたいので、小野市

ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付要綱第３条の規定により、下記のと

おり関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 交付を受けようとする補助金の額 

補助事業の名称 補助金交付申請額 

共通サーバ整備事業 円 

車載器整備事業 円 

合 計  円 

 

２ 事業の着工予定年月日及び完了予定年月日 

補助事業の名称 着工予定年月日 完了予定年月日 

共通サーバ整備事業 年  月  日 年  月  日 

車載器整備事業 年  月  日 年  月  日 

 

３ 添付書類 

(1) 事業実施計画書 

(2) 補助事業所要（精算）額計算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第４条関係） 

 

第    号 

年  月  日 

 

 

 様 

 

小野市長 蓬 萊  務 印 

 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付で申請のあった小野市ひょうご新ＩＣサービス

整備補助金交付申請については、小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金

交付要綱第４条の規定により、下記のとおり交付することに決定しましたの

で通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助事業の名称・補助金交付決定額 

補助事業の名称 補助金交付決定額 

共通サーバ整備事業 円 

車載器整備事業 円 

合 計  円 

 

２ 補助金交付の要件 

(1) 補助金は、指定された業務以外に流用してはならない。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき、又は中止するときは、承認

を受けなければならない。 

(3) 補助事業が予定の期日までに完了し難くなった場合又はこの補助事

業の遂行が困難となった場合においては、理由を付して速やかに報告し、

その指示を受けなければならない。 

(4) 補助事業実績報告書は、補助事業の完了後又は中止の承認を受けた後、

速やかに提出しなければならない。 

(5) 小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付要綱に違反した場合

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付してある補助

金の返還を命ずることがある。 



様式第３号（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

小野市長 様 

 

事業者名  所在地  

       名 称  

   代表者職・氏名  

       電 話  

     電子メール  

 

 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金変更（中止・廃止）

承認申請書 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付要綱第５条の規定により、

補助事業の内容を変更し補助金を変更（中止・廃止）の承認をされるよう関

係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 補助事業の名称・補助金交付決定金額・補助金変更交付申請額 

補助事業の名称 補助金交付決定額 補助金変更交付申請額 

共通サーバ整備事業 円 円 

車載器整備事業 円 円 

合 計  円 円 

 

２ 変更（中止・廃止）を必要とする理由 

 

 

 

 

 

３ 添付書類 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

 

第    号 

年  月  日 

 

 

 様 

 

小野市長 蓬 萊  務 印 

 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金変更（中止・廃止）

承認決定通知書 

 

年  月  日付で申請のあった小野市ひょうご新ＩＣサービス

整備補助金変更承認申請については、小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補

助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり変更承認することに決定し

ましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助事業の名称・補助金交付決定額 

補助事業の名称 補助金交付決定額 補助金変更承認決定額 

共通サーバ整備事業 円 円 

車載器整備事業 円 円 

合 計  円 円 

 

２ 補助金交付の要件 

(1) 補助金は、指定された業務以外に流用してはならない。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき、又は中止するときは、承認

を受けなければならない。 

(3) 補助事業が予定の期日までに完了し難くなった場合又はこの補助事

業の遂行が困難となった場合においては、理由を付して速やかに報告し、

その指示を受けなければならない。 

(4) 補助事業実績報告書は、補助事業の完了後又は中止の承認を受けた後、

速やかに提出しなければならない。 

(5) 小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付要綱に違反した場合

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付してある補助

金の返還を命ずることがある。 



様式第５号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

小野市長 様 

 

事業者名  所在地  

       名 称  

   代表者職・氏名  

       電 話  

     電子メール  

 

 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備実績報告書 

 

年  月  日付小政第    号で交付決定通知のありました

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金について、小野市ひょうご新ＩＣ

サービス整備補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり事業の実績

を報告します。 

 

 

記 

 

１ ひょうご新ＩＣサービス整備補助事業の完了年月日 

 

 

 

 

２ ひょうご新ＩＣサービス整備補助事業の内容 

 

 

 

 

３ 補助対象経費 

 

 

 

 



様式第６号（第９条関係） 

 

第    号 

年  月  日 

 

 

 様 

 

小野市長 蓬 萊  務 印 

 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金確定通知書 

 

年  月  日付で実績報告があった小野市ひょうご新ＩＣサー

ビス整備については、小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付要綱第

９条第１項の規定により、下記のとおり補助金を確定しましたので通知しま

す。 

 

 

記 

 

１ 補助金の確定額 

補助事業の名称 補助金確定額 

共通サーバ整備事業 円 

車載器整備事業 円 

合 計  円 

 

 



様式第７号（第１０条関係） 

 

年  月  日 

 

小野市長 様 

 

事業者名  所在地  

       名 称  

   代表者職・氏名            印  

       電 話  

     電子メール  

 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金請求書 

 

下記のとおり、小野市ひょうご新ＩＣサービス整備について、小野市ひょ

うご新ＩＣサービス整備補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとお

り補助金を請求します。 

 

 

記 

 

１ 補助金請求額 

            円 

 （内訳） 

補助事業の名称 
共通サーバ 

整備事業 
車載器整備事業 計 

補助金交付決定額 円 円 円 

補助金確定額 円 円 円 

既受領額 円 円 円 

今回請求額 円 円 円 

 

２ 振込先 

(1) 取扱銀行名・支店名 

(2) 口座種別 

(3) 口座番号 

(4) 口座名義人（フリガナ） 



様式第８号（第１１条関係） 

 

第    号 

年  月  日 

 

 

 様 

 

小野市長 蓬 萊  務 印 

 

 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金交付決定取消通知書 

 

年  月  日付小政第    号により交付決定をした小野市

ひょうご新ＩＣサービス整備補助金については、下記の理由により、交付の

決定の（全部・一部）を取り消します。 

 

 

記 

 

１ 取消の理由 

 

 

 

 

 

 

２ 取消額 

            円 

 （内訳） 

補助事業の名称 補助金確定額 補助金取消額 

共通サーバ整備事業 円 円 

車載器整備事業 円 円 

合 計  円 円 

 



様式第９号（第１２条関係） 

 

第    号 

年  月  日 

 

 

 様 

 

小野市長 蓬 萊  務 印 

 

 

 

小野市ひょうご新ＩＣサービス整備補助金返還命令書 

 

年  月  日付小政第    号により取消通知をした小野市

ひょうご新ＩＣサービス整備補助金については、下記のとおり返還を命じま

す。 

 

 

記 

 

１ 返還額 

             円 

 （内訳） 

補助事業の名称 補助金確定額 補助金取消額 

共通サーバ整備事業 円 円 

車載器整備事業 円 円 

合 計  円 円 

 

２ 返還期日 

      年  月  日 

 

 

 


